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ＩＮＣＨＥＭ２０１５ 水イノベーション 

特別講演 

「25年後の社会、水インフラ、技術」 

講師   ：中央大学 理工学部 准教授     山村 寛 
司会進行：日本水フォーラム  マネージャー 佐藤 啓 
 

11月26日（木）14:15～15：15 
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自己紹介 

設立       ：平成16年（2004年） 

会員数  ：約83団体（個人会員125名） 

設立経緯 ：2003年、第三回世界水フォーラムを日本で開催した際に発足    

      した特設事務局を、フォーラム開催後にそのまま引継ぐ形で 

      発足 



自己紹介 

日本水フォーラムは皆様のご支援のもと活動を展開しています。 

個人会員 
125名 
団体会員 

83社 



4 

自己紹介 

4つの活動の柱 
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今から25年前というと・・・ 

1990年 スーパーファミコン発売 

1988年 東京ドーム完成 

消費税導入！！ 

1989年 消費税導入 
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今から25年前というと・・・ 

1990年 2015年 
出典：国連HP 
http://www.un.org/en/africa/osaa/resources/pubs/m
dgsreport2014.shtml 

MDGs(Millenium Development Goals) 

世界人口 53億人 

安全な飲料水を継続的に 
利用できない人口の割合 

23％ 
（12億人） 

安全な衛生施設を継続的に 
利用できない人口の割合 

51％ 
（27億人） 

世界人口 73億人 

安全な飲料水を継続的に 
利用できない人口の割合 

9％ 
(６.6億) 

 

安全な衛生施設を継続的に 
利用できない人口の割合 

33％ 
(24億人) 
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これからの25年は・・・ 

SDGs(Sustainable Development Goals) 

出典 UNDP HP： 
http://www.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-
development-agenda.html 



これからの25年は・・・ 

MDG(ミレニアム開発目標) 

目標７ 
環境の持続可能性確保 
 
-ターゲット7.Ｃ 
2015年までに、安全な飲料水及び衛生施設
を継続的に利用できない人々の割合を半減す
る 

SDG（持続可能な開発目標） 

目標6 
きれいな水と衛生 
 
-ターゲット6.1 
2030 年までに、すべての人々の、安全で安
価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達
成する。 
 
-ターゲット6.2 
2030 年までに、すべての人々の、適切かつ
平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを 
達成し、野外での排泄をなくす。女性及び 
女子、ならびに脆弱な立場にある人々の 
ニーズに特に注意を向ける。 
 

~ 
~ 
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これからの25年は・・・ 
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系列2 

系列3 日本の人口推移 

世界の人口推移 2010年をピークに人口は減少傾向！！ 

2040年には90億人を突破！！ 

（単位:100万人） （単位:100万人） 

（単位:年） 
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これからの25年は・・・ 

出典：ラビル 
http://rabiru.com/5369  
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これからの25年は・・・ 

 

出典はてなブログ
http://rabbitinthemoon.hatenablog.jp/entr
y/2015/02/24/200744 

http://rabbitinthemoon.hatenablog.jp/entry/2015/02/24/200744
http://rabbitinthemoon.hatenablog.jp/entry/2015/02/24/200744
http://rabbitinthemoon.hatenablog.jp/entry/2015/02/24/200744
http://rabbitinthemoon.hatenablog.jp/entry/2015/02/24/200744
http://rabbitinthemoon.hatenablog.jp/entry/2015/02/24/200744
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社会はどのように 

変化していくのか？ 

 

私たちはこの問題に 

どう立ち向かえばよいのか？ 

これからの25年は・・・ 



日本水フォーラムは皆様のご支援をもとに活動を展開しています。 

個人会員 
125名 
団体会員 

83社 

ご案内 
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 認定NPO法人とは 

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、所轄庁から「認定」を受けた「認定NPO」
法人に対して、様々な税制面の優遇を与えることで、認定NPO法人の活動を応援する制度 

 認定後は、ご寄付いただいた法人や個人の方にも税制面での優遇措置が適用。 

 法人の場合: 寄付金に係る損金算入限度額がおよそ3倍～4倍に拡大（一般のNPOへの
寄付と比べ、寄付を経費として計上できる限度額が高くなります。） 

 個人の場合: 寄付金額の最大約50％が、所得税・住民税から減税（税額控除）。 
    相続財産等をご寄付いただいた場合も寄付した相続財産が非課税に。 

 会費についても、全額あるいは一部（口数単位）、寄付扱いへの変更が可能に。 
 

 経緯・予定 

  【6月】総会にて定款変更決議（→10月、東京都より定款変更認証） 

賛助会員の新設、過去のNPO法改正への対応、機動的な運営が求められる事項につ
いて、総会決議事項の一部を理事会決議事項へ変更 

  【9月】東京都へ認定NPO法人申請 

  【年内】認定NPO法人申請に係る実態確認等（予定）  【年度内】認定（予定） 

ご案内 
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ご案内 

 


